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第 33 号議案
令和２年度宍粟市一般会計補正予算（第２号）の専決処分
（専決第１号）の承認について

５月１８日提出

第 34 号議案
令和２年度宍粟市一般会計補正予算（第３号）の専決処分
（専決第２号）の承認について

５月１８日提出

第 35 号議案 宍粟市支えあいの輪寄付金条例の制定について ５月１８日提出

第 36 号議案 令和２年度宍粟市一般会計補正予算（第４号） ５月１８日提出

第 37 号議案 消防ポンプ自動車購入契約の締結について ５月１８日提出

第91回宍粟市議会臨時会　上程議案等一覧

議案番号



第３３号議案 

 

令和２年度宍粟市一般会計補正予算（第２号）の専決処分（専決

第１号）の承認について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

令和２年５月１８日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  



















第３４号議案 

 

令和２年度宍粟市一般会計補正予算（第３号）の専決処分（専決

第２号）の承認について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

令和２年５月１８日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  

















第３５号議案 

 

宍粟市支えあいの輪寄付金条例の制定について 

 

宍粟市支えあいの輪寄付金条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

令和２年５月１８日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三 



宍粟市条例第 号 

 

   宍粟市支えあいの輪寄付金条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、善意による寄付を広く募り、その寄付金を財源として、新型コロナウイル

ス感染症により影響を受けた市民への経済的支援、中小事業者への事業活動支援及び地域の活

力の回復支援に資することを目的とする。 

 （基金の設置） 

第２条 前条の目的を達成するために、寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用する宍粟市

支えあいの輪基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （寄付者への配慮） 

第３条 市長は、基金の積立て、管理、処分その他基金の運用に当たっては、寄付者の善意が反

映されるよう十分配慮しなければならない。 

 （基金の積立て） 

第４条 基金として積み立てる額は、寄付された寄付金及び基金から生ずる収益とする。 

 （基金の管理） 

第５条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金等、最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

 （基金の処分） 

第６条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する費用に充てる場合に限り、その全

部又は一部を処分することができる。 

 （運用状況の公表） 

第７条 市長は、毎年この条例の運用状況について、公表しなければならない。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和４年３月31日をもって失効する。 



宍粟市規則第 号 

 

   宍粟市支えあいの輪寄付金条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宍粟市支えあいの輪寄付金条例（令和２年宍粟市条例第 号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（寄付金の受入れ等） 

第２条 寄付金は、寄付の申し出により受け付けるものとする。 

２ 市長は、寄付の申し出又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと認められる場合は、寄

付の申し出を拒否し、又は収受した寄付金を返還することができる。 

３ 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければ

ならない。 

（寄付金台帳等の作成） 

第３条 市長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳を作成しなければならない。 

２ 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなけれ

ばならない。 

（運用状況の公表） 

第４条 条例第７条の規定による運用状況の公表は、次の方法で行うものとする。 

 (１) 宍粟市ホームページへの掲載 

 (２) 宍粟市広報への掲載 

２ 公表の時期は、毎年５月とする。 

（補則） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、令和４年３月31日をもって失効する。 
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第３７号議案 

 

消防ポンプ自動車購入契約の締結について         

 

消防ポンプ自動車購入に係る契約を次のとおり締結するため、宍粟市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年宍粟市条例第

56号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和２年５月１８日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三 

 

１．件     名 消防ポンプ自動車購入 

２．契 約 金 額  ４８，９３９，０００円 

３．契 約 の 相 手 先 

 兵庫県たつの市新宮町井野原276番地１ 

有限会社 岡本ポンプ 

代表取締役 岡本 正 

（参考）納期：契約の日から令和３年３月１２日まで 



2 年 月 日 時 分

（単位：円）

開札の結果は、上記のとおり相違ありません。

年 月 日

宍粟市長 福　元　　晶　三

令和 2 5 1

契約金額(税込) ＝ 落札金額(税込)
48,939,000 ＝ 48,939,000

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

7 (株)神防社 52,107,000 　　　　　　　　　
8 日本機械工業(株)　大阪営業所 49,434,000 　　　　　　　　　

5 (有)岡本ポンプ 48,939,000 　　　　　落札　　
6 (株)藤井ポンプ製作所 56,100,000 　　　　　　　　　

3 (株)ナカムラ消防化学 大阪営業所 52,123,500 　　　　　　　　　
4 (株)吉谷機械製作所 56,298,000 　　　　　　　　　

1 日本ドライケミカル(株)　大阪支店 57,684,000 　　　　　　　　　
2 長野ポンプ(株) 大阪営業所 61,050,000 　　　　　　　　　

執 行 方 法 郵便入札

番号 業者名 入札金額 備考

場 所 宍粟市山崎町中広瀬133-6(宍粟市役所)
予 定 価 格 （ 税 込 ） 54,000,000
最低制限価格（税込） -

開 札 場 所 宍粟市本庁舎4階　402会議室
番 号 ＊
件 名 消防ポンプ自動車購入事業

参 考 資 料

工 事 入 札 開 札 結 果 表

開 札 日 時 令和 5 1 午前 9 0
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